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はじめに

平成２４年１２月１３日に千葉県教育委員会から社会教育委員会議に対し、○

「県立青少年教育施設の今後の在り方について」の諮問が行われた。

諮問理由では 「県立青少年教育施設については、平成１５年度末に策定した、

『県立青少年教育施設の再整備に係る指針』に基づき、９か所から５か所に機

能集約を図るとともに、平成２０年度からは、指定管理者制度を導入したとこ

ろであるが、前回の見直しが行われてから９年が経過し、この間、青少年教育

施設をめぐる社会状況も大きく変化していることから、現在の指定期間中（平

成２３年度～２７年度）に、県の教育機関としての県立青少年教育施設の今後

の在り方について検討する」こととされており、県立青少年教育施設の今後の

在り方についての検討が求められたところである。

○ 本諮問を受け、社会教育委員会議では、審議するに当たり、県立青少年教育

施設の今後の在り方について検討すべき事項は多岐にわたることから、まず青

少年の体験活動の重要性という観点から議論を進めた。その後、県立青少年教

育施設の現状と課題や県立青少年教育施設の役割について、本県の小中高校生

の「宿泊を伴う体験活動」の実態調査の考察等をもとに５回にわたる審議及び

県立青少年教育施設の視察を行いながら検討を進めてきたものである。

○ 本答申は、県立青少年教育施設の今後の在り方を整理するとともに、新しい

、 、視点に立った管理運営について提言するものであり 県教育委員会においては

本答申の趣旨を生かし、体験活動の拠点として県立青少年教育施設の一層の活

用が図られることを期待する。



１．体験活動の重要性について

青少年を取り巻く環境は、少子・高齢化や情報化の進展、ライフスタイル○

の多様化など、大きく変化しており、規範意識、コミュニケーション能力な

どの低下が指摘されている。青少年の健全育成にとって体験活動は人づくり

の柱であり、その重要性はますます高まっている。

○ 昔の子どもは、集団で自然の中で遊びながら、様々な自然体験や社会体験

を獲得し、その後の判断・行動する力に生かすことができた。しかし、現在

の青少年の自然体験活動の実施率は、減少傾向にあることが、独立行政法人

国立青少年教育振興機構が実施した調査 からも明らかとなっている。＊１

○ 現在の青少年が抱えている課題である「ニート・引きこもり・不登校・い

じめ問題等」の解決の一つのアプローチとして、また、課題の未然防止のた

めの有効な手段として体験活動があげられている。また、保護者の経済力に

よって子どもの体験活動の機会に差が出ているとの指摘もある。

○ 体験活動の重要性については、独立行政法人国立青少年教育振興機構が実

施した調査 で 「子どもの頃の体験が豊富な大人ほど、やる気や生きがい＊２ 、

を持っている人が多く、モラルや人間関係能力が高い人が多い 」という体。

験活動の効果が報告されている。

○ 平成２３年度から順次完全実施されている学習指導要領においても体験活

動の実施について多くの教科・領域において配慮すべきこととされており、

学校教育における体験活動の充実が求められている。

○ 学校教育として体験活動を行う場合 「体験を通して子どもに何を教え、、

その体験をどのように生かしていくのか 」を意図的・計画的に実践する必。

要がある。

平成２２年１０月「子どもの体験活動の実態に関する調査研究」報告書＊１

平成２１年度「青少年の体験活動等と自立に関する実態調査」報告書＊２



○ 本県が昨年度行った調査結果 によると、平成２４年度における「宿泊を＊３

伴う体験活動」の実施状況は、県内の市町村立小学校では９８％、市町村立

中学校では９０％であり、このことからも宿泊を伴う体験活動は、学校教育

の中に定着している （図表１参照）。

県内の市町村立小中学校「宿泊を伴う体験学習」の実施状況【図表１】

＊平成２５年１月教育振興部生涯学習課調査結果より

○ 青少年教育施設における宿泊を伴った団体生活体験は、子どもたちにとっ

て仲間づくり、人間関係づくりをする上で、大変重要なことである。

教育振興部生涯学習課による「宿泊を伴う体験学習の実施状況調査」＊３

調査校 県内市町村立学校（小学校８３４校 中学校３８２校）

調査日 平成２５年１月
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○ 県で推奨している「通学合宿 」の教育効果はすばらしい。小学校５・６＊４

年生ぐらいになると４泊目から子どもたちの自我が出てくる。通学合宿を終

えた子どもたちの保護者は、体験を通した子どもの成長に驚くといった話も

聞く。

○ 通学合宿という体験活動は、子どもの成長を促す上で大変重要なものであ

る。これらの効果を広く県民に周知を図っていく必要がある。

、 、○ 学校教育や社会教育に携わる教育関係者は 体験活動の重要性を再認識し

子どもの人格形成の一助となる体験活動をどのように推進していくかを真剣

に考えていく必要がある。

千葉県教育振興基本計画における通学合宿の事業概要＊４

通学合宿は、子ども達が親元を離れ、地域の公民館等に宿泊しながら通学し、団体生活の中

で日常生活の基本を学ぶ効果的な取組です。この通学合宿が広く実施されるよう、指導者の育

成や先進事例の紹介等を行い、市町村や青少年教育施設の取組を支援します。

○県内の実施状況

平成２４年度 平成２５年（予定）

市町村教育委員会 ２１市町村 ３８事業 １７市町村 ３４事業

県立青少年教育施設 ５所 １１事業 ５所 １１事業

（内５事業は市町村と共催） （内４事業は市町村と共催）

実施事業数計 ４４事業 ４１事業



２．県立青少年教育施設の現状

（管理運営）

県立青少年教育施設は、少年自然の家が３施設、青年の家が２施設の計５○

施設が設置されている。平成２０年度より、５施設全てに指定管理者制度を

導入し、管理運営を行っている。

○ 水郷小見川少年自然の家（平成９年設置）は一番新しくすばらしい施設で

あり、東金青年の家青年の家（昭和４７年設置）は、一番古いが、古さを感

（視察後の意見より）じさせずにとても清潔できれいであった。

○ 青少年教育施設は、施設設備だけではなく、実際にそこで「働く人」が重

要であり、職員が喜んで楽しそうに仕事をしている姿を見て安心した。

（視察後の意見より）

○ 各施設の職員の指導・支援のもとで、カヌー体験や野外炊事などの活動プ

ログラムに小学生が生き生きと取り組む姿があり、指定管理者の管理運営が

（視察後の意見より）適切に行われている。

○ 各施設の管理運営に係る委託料（指定管理料）は、５所合計で年間約４億

４千万円支出されているが、県の教育機関として、予算を削減せずに機能の

充実やきめ細かなサービスの向上を目指していくことが望まれる。

○ 教育はたくさんの種をまいて、その種を芽生えさせるものであり、無駄な

ようでもお金をかけるところにはかけ、県立青少年教育施設は 「たくさんの、

種をまく教育施設」として、存続の方向で検討するべきである。



（利用状況）

県立青少年教育施設は、多くの人に利用され、平成２４年度の５所全体の○

利用者数は約２７万人、宿泊者数は約１１万人にのぼる。各所毎の利用者数

と宿泊者数の推移は、指定管理者制度導入前（平成１９年）からほぼ同水準

で推移し、利用者が定着していることがうかがえる （図表２・３参照）。

利用者数の推移（平成１９年度～２４年度）【図表２】

＊平成２３年度の鴨川青年の家は福島県から避難者の受け入れを実施しました。

宿泊者数の推移（平成１９年度～２４年度）【図表３】

＊平成２３年度の鴨川青年の家は福島県から避難者の受け入れを実施しました。
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○ 平成２４年度の年間の宿泊室稼働率は、５所全体で４１．４％となってい

る。民間の宿泊施設の稼働率 と比較すると低い数値となっている。＊５

（図表４参照）

○ 教育は先行投資の面があり稼働率や短期間の費用対効果だけで議論するべ

き施設とは違うものと考えることが重要である。

○ 県立青少年教育施設は、学校等の団体を受け入れることが多く、部屋が空

いていても、団体の利用する部屋数を確保できない場合、受け入れることが

できず空き部屋が発生しやすい傾向にある。

○ 県立青少年教育施設は、そこでしか体験できないプログラムがあり、部屋

が空いている場合でも、活動場所が重なるため、受け入れができない場合も

ある。

＊６【図表４】

観光庁発表の「宿泊旅行統計調査報告 （平成２１年１月～１２月）によれば、民間の全国のホ＊５ 」

テルや旅館等の一般宿泊施設の客室稼働率は、年平均５９．７％である。

月別稼働率 全所の月別利用（使用）室数÷全所の月別利用可能室数×１００＊６ =
年間稼働率 全所の年間利用（使用）室数÷全所の年間利用可能室数×１００=

＊小数第２位を四捨五入
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○ １２月から３月の間は、小中学校では、学校行事等の関係から「宿泊を伴

う体験学習」を実施することが難しい時期である。 （図表５参照）

【図表５】

○ 冬場の閑散期は、県内にある大学や短大の部活動やサークルに利用しても

らえるように広報活動することにより稼働率の向上を目指す必要がある。

、 、○ 閑散期の稼働率の課題が問題とされているが どの施設でも年間を通して

夏休みや春休み、土曜日や連休初日などは、予約が取れなく争奪戦になって

いる日もある。

○ 指定管理者に対し、稼働率の向上を目標として与えた場合、数字を上げる

というノルマを達成することが先行してしまい、教育施設としての意義が薄

れてしまうことが懸念される。
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「県立青少年教育の現状」について視察より【コラム１】

社会教育委員による施設視察

視察日 平成２５年７月３日(水）

視察先 小見川少年自然の家 東金青年の家

○ 一番新しい水郷小見川少年自然の家（平成９年設置）は、すばらしい

施設であり、カヌー体験や野外炊事などの体験プログラムに小学生が生

き生きと取り組んでいた。また食事も美味しかった。

○ 県立青少年教育施設の中で一番古い東金青年の家（昭和４７年設置）

は、古さを感じさせずにとても清潔できれいであった。

○ それぞれの施設に、利用した小学校等からのお礼の掲示物や手紙等が

整然と掲示されていることが印象的であった。

○ 宿泊体験後に各学校での掲示物等の作成は「体験の振り返り活動」と

して重要なことであり、体験活動の深まりを子ども自身に感じさせるこ

とのできる機会となる。

○ 利用した子どもたちからの掲示物や手紙など他県の青少年教育施設で

はあまり見ることがない。千葉県教育の積み重ねが感じられた。

○ 青少年教育施設は、施設設備だけではなく、実際にそこで「働く人」

が重要であり、職員が喜んで楽しそうに仕事をしている姿を見て安心し

た。

○ 県立青少年教育施設は、そこでしかできない体験プログラムがあり、

どちらの施設もすばらしいと感じた。住まいの近くにある他の施設を利

用したことがあるが、県内の利用者にとって近場にある県立青少年教育

施設は、どの施設も大切である。



３．県立青少年教育施設の役割

○ 「県立青少年教育施設を利用する理由」についての調査結果 では、小学＊７

校は 「活動プログラムが適している 「自然体験ができる 「学校と違う環境、 」 」

で活動できる」等、中学校は「料金が安い 「自然体験ができる 「活動プロ」 」

グラムが適している」等の意見が多くなっている （図表６－１、６－２参照）。

県立青少年教育施設を利用する理由（複数回答）

【図表６－１】 【図表６－２】

教育振興部生涯学習課による「宿泊を伴う体験学習の実施状況調査」＊７

調査校 県内市町村立学校（小学校８３４校 中学校３８２校）

調査日 平成２５年１月

Ｎ＝回答校（平成２４年度に県立青少年教育施設を利用した学校数）

＊千葉市の小中学校は、アンケート未実施
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○ 県立青少年教育施設は、宿泊するだけではなく、豊かな自然を生かし、利

用者に様々な体験活動や体験プログラムを提供している。

○ 県立青少年教育施設に掲示してある利用した小学生等のお礼の掲示物や手

紙等に、子どもたちの体験活動の成果が凝縮してある。ここでしかできない

体験活動を提供することは社会教育施設として重要な役割である。

（視察後の意見より）

○ 昔の子どもには、日常生活を共に過ごす異年齢のグループの中に居場所が

あり、リーダーは生活の中から自然発生的に生まれた。県立青少年教育施設

は、居場所作りやリーダー育成の役割も担っている。

○ 県立青少年教育施設は、自然体験や宿泊体験を安全な環境の中で実践でき

る「体験活動」の拠点として大きな役割を持っている。



○ 平成２４年度の県立青少年教育施設を宿泊利用した県内の学校の割合は、

市町村立小学校で約４０％、市町村立中学校で約１９％となっている。この

うち市町村において独自に青少年教育施設を設置していない市町村の学校で

、 、 、は さらに利用の割合は上がり 平成２４年度において小学校 は約５０％＊８

中学校は３０％となっている。 （図表７・８参照）

○ また、市立青少年教育施設を設置している市の学校でも、小学校の約２５
＊９％、中学校の約７％は、県立青少年教育施設を利用している。

○ 市町村において独自に青少年教育施設を設置していない市町村の小学校で

は、約５０％、設置しているところでも約２５％が利用している状況から、

特に小学校の宿泊体験学習は、学校の近隣で行われることが多いことから考

えても、県立青少年教育施設は、大きな役割を果たしている。

【図表７】 【図表８】

平成２４年度 平成２４年度

県立青少年教育施設の県内小中学校の宿泊利用状況 市町村立青少年教育を設置していない

県内小中学校の宿泊利用状況

教育振興部生涯学習課による「宿泊を伴う体験学習の実施状況調査」より＊８

・県内で９市が市立青少年教育施設を設置している。 （小学校３１０校・中学校１３０校）

（千葉市、船橋市、市川市、習志野市、八千代市、浦安市、佐倉市、南房総市、鴨川市）

・市町村立青少年教育施設を設置していない県内小中学校は、上記の９市以外の市町村立学校で

ある。 （小学校５０４校・中学校２１２校）

市立青少年教育施設を設置している市の学校における県立青少年教育施設の利用校数＊９

小学校７８校（約２５％） 中学校９校（約７％）

332校(40%)

72校(19%)

502校(60%)

310校(81%)

小学校 中学校

利用している 利用していない

254校
(50%)

63校
(30%)

250校
(50%)

149校
(70%)

小学校 中学校

利用している 利用していない



、○ 各施設における平成２４年度県内小中学校の宿泊者の地域別割合をみると

鴨川青年の家以外では、施設の所在する地域の小中学校が一番多くなってい

る。 （図表９－１～図表９－５参照）

○ 県内の小中学校にとって、それぞれの地域の近隣にある県立青少年教育施

設が「宿泊体験学習」等を実施する上で、大きな役割を果たしている。

○ 県立青少年教育施設に頼らざるを得ない現状の中では、県内にバランスよ

く配置されている５所全てに役割があり、今後も存続が望まれる。

平成２４年度県内小中学校の宿泊者の地域別割合（教育事務所別）

手賀の丘少年自然の家 水郷小見川少年自然の家 君津亀山少年自然の家

（東葛飾教育事務所管内） （北総教育事務所管内） （南房総教育事務所管内）

【図表９－１】 【図表９－２】 【図表９－３】

東金青年の家 鴨川青年の家

（東上総教育事務所管内） （南房総教育事務所管内） 全所合計

【図表９－４】 【図表９－５】 【図表９－６】

（ ）内は施設の所在する教育事務所名（＊注）

葛南

396人
13%

東葛

2,110人
68%

北総

374人
12%

東上総

41人1%
南房総

42人1%
千葉市

168人
5%

葛南

399人
3%

東葛

344人
3%

北総

8,793人
71%

東上総
1,340人

11%

南房総

642人
5%

千葉市

833人
7%

葛南, 
46人
1%

東葛

414人
7%

北総

527 人
9%

東上総

353人
6%

南房総

3,501人
58%

千葉市, 
1,138人

19%

葛南

248人
11%

東葛 0%

北総
465人
20%

東上総

1,457人
62%

南房総

157人
7%

千葉市

0%
葛南

1,481人
4%

東葛

2,868人
7%

北総
10,788人

27%

東上総
5,347人

14%

南房総

7,996人
20%

千葉市
10,869人

28%

葛南

392人
3%

東葛 0% 北総

629人
4%

東上総

2,156人
14%

南房総

3,654人
23%

千葉市

8,730人
56%



４．県立青少年教育施設の今後の在り方

「県立青少年教育施設の今後の在り方」について審議や施設視察を行ってき

、 、「 。」 。た中で ５施設の必要性については 今後も必要である と意見が一致した

それは、県立青少年教育施設が、豊かな自然の中で様々な体験活動を提供する

場として、青少年の健全育成のために中心的な役割を果たしており、今後もそ

。 、の役割が求められていることによる 県内にバランス良く配置された５施設は

。地域の学校や社会教育関係団体等にとってなくてはならない存在となっている

一方、今後は、さらに利用者にとって魅力ある施設をめざして行く必要があ

、「 」 。ることから 県立青少年教育施設の今後の在り方 として次の５点にまとめた

( )名称変更 について1 ＊１０

○ 「青年の家 「少年自然の家」という名称は、一般の県民にとって利用しづ」

らいという印象を与える面もあり、誰もが利用しやすい名称に変更して、利

用者の増加につなげていく。

○ 地域に根差したネーミングを考え、変更した名称（ネーミング）をメディ

アに投げかけ、県内外に周知することで施設をＰＲすることも有効である。

○ また、特色をもった施設運営に変更する場合は、その施設の利用対象者に

合わせた名称にしていくことで施設の特化した特色をアピールできる。

○ 現在の「青年の家 「少年自然の家」の設置目的 を考慮しながら、今後」 ＊１１

の県立青少年教育施設に求められる新たな視点を踏まえた名称の検討が必要

である。

◎他県で「青年の家 「少年自然の家」を統一して名称変更した主な事例 ○○は地域名等＊１０ 」

（ ） （ ） （ ）・県立○○青少年の家 岩手県 ・○○自然の家 宮城県 ・○○げんきプラザ 埼玉県

・○○ふれあいの村（神奈川県） ・○○青少年自然の家（群馬県） 等

[教育機関設置条例]＊１１

・少年自然の家は、団体生活を通じて少年を自然に親しませ、少年の健全な育成を図ることを目

的とする。 （第２１条の３）

・青年の家は、団体生活を通じて青少年の健全な育成を図ることを目的とする （第２２条）。



( )適正な受益者負担について2

○ 家庭の経済格差が、子どもの体験格差につながるという指摘もあり、全

ての子どもに、経済格差に影響されない体験活動を提供することが重要で

ある。なお、県立青少年教育施設の料金の安さは、利用の理由にもなって

いる。 （Ｐ１０【図表６ー１．６－２】参照）

○ 現在は、利用料金が県内外の利用者ともに同額であり、県外利用者に差

を設けている近県の状況 も考慮しながら、適正な受益者負担を検討して＊９

いく必要がある。

○ 青少年の時期に千葉県を訪れ、千葉県のよさを体験してもらうことで、

、 、将来のリピーターを増やすことにつながれば 観光立県千葉の実現となり

県内・県外の利用者に利用料金の差を設ける必要はない。

○ 現状の利用料金のまま維持することが望まれるが、今日の厳しい県の財

政状況を考慮し、受益者負担の観点から見直しを検討することも必要であ

る。

＊９ 県立青少年教育施設の利用料金における「県内・県外の状況」

( )関東近県の料金の差を設けている県 ・埼玉県 ・神奈川県 ・栃木県 ・群馬県1
( )関東近県の料金の差を設けていない県 ・茨城県 （千葉県）2



( )月出野外活動施設の在り方3

○ 月出野外活動施設は鶴舞青年の家（平成１７年度末市原市に移譲）が管

理するセンターハウス、体育館、ログハウス等の設備を持った野外体験活

動を中心とした県立青少年教育施設として、平成２年より利用者の受け入

れをしてきた。

○ 鶴舞青年の家を市原市に移譲にしてからは、約３０ｋｍ離れたところに

ある君津亀山少年自然の家が維持管理のみを行ってきた。

○ 指定管理者制度を導入した平成２０年度より、指定管理者が２年間をか

け除草、芝刈り等の整備を行い、平成２２年度より野外活動施設として利

用者の運用が始まった。

○ 施設の老朽化や宿泊利用者の減少等 の管理運営に様々な問題を抱え＊１０

ている。

月出野外活動施設の宿泊利用状況＊１０

平成２３年度（２２５名） 平成２４年度（３００名）



( )新しい視点に立った管理運営について4

○ 中教審の答申「今後の青少年の体験活動の推進について」の中に 「新し、

い公共」型の管理運営 の更なる推進とある。従来の運営体制にとらわれ＊１１

ず、新しい方向に進んでほしい。

○ 農業体験など様々なプログラムを開発し、地域の民間事業者とタイアッ

プするなど、民間活力をさらに発揮できる管理運営が望まれる。

○ ５つの青少年教育施設が、同じような管理運営ではなく利用者の限定や

ある施設を国際研修センターとして特化させるなど、それぞれの施設に特

色をつけていくことについて検討が望まれる。

○ 青少年教育施設で、都会の大規模校と農村部の小規模校の子ども達が一

緒にコラボしたり、交流する機会を与えるなどの新たな事業を考え、体験

活動をさらに深めていくことも求められている。

○ 青少年教育施設では、施設の利用については、利用者とよく相談をし、

選択できる幅を持たせるなど、多くの人が利用しやすいような管理運営を

めざすべきである。それらのことついては、指定管理者に任せるのではな

く、教育委員会も積極的に関わっていくことが望まれる。

○ 保護者や指導者がいなくても、小中学生がグループで利用できるように

なると、閑散期の利用者向上にもつながっていく。県立青少年教育施設な

ら、保護者が子どもを安心して任せられるという意識を持ってもらう事が

大切である。

○ 小見川少年自然の家では、運営委員に近隣の高校生が入っている。青少

年教育施設なのだから、小中高校生の子どもが運営委員として施設の運営

に参画できるように検討してはどうか。

「新しい公共型」の管理運営＊１１

＊平成２２年６月に政府が設置した「新しい公共」円卓会議において、これまで政府が独占した

領域を企業やＮＰＯ等の様々な主体が当事者として参画・協働する「新しい公共」に開き、国民

に選択肢を提供することが必要であるとする「新しい公共」宣言がとりまとめられた。



○ 青少年教育施設の役割とその良さを、パンフレットや広報誌の工夫、ホ

ームページへの掲載等で広く一般県民や教育関係者にアピールし、理解を

深めてもらうことが必要である。

( )魅力あるプログラム開発について5

○ 県内に５所ある県立青少年教育施設は、そこに行かなくてはできないす

ばらしい体験プログラムを持っている。さらに魅力あるプログラムの開発

を進めてほしい。

。 、○ 現在の青少年教育施設のプログラムは大変よくなってきている さらに

発達段階やライフステージを考慮し、自ら学んでいくという教育活動に即

したプログラムを提案してほしい。

○ 県立少年自然の家のプラネタリウムは学校のニーズが高く、小学校４年

の理科「星座学習」の一環として、多くの学校に利用されている。青少年

教育施設では、学校がそこに行けば学ぶことができる教材をプログラムと

して提供することで、さらに利用ニーズが高まる。

○ また、教材としてのプログラム開発に当たり、県立青少年教育施設の立

地条件を生かした「体験的に学ぶ」という観点からのアプローチを大切に

し、そのプログラムを各学校に周知していくことも必要である。その際、

子ども自身に変容を意識化させる「体験活動の振り返り活動」を盛り込ん

でほしい。

○ 青少年教育施設は、体験学習や野外活動以外にも環境教育やキャリア教

育の場として活用していくことができる。キャリア教育では青少年教育施

。 、設で働く職員もモデルとなる 学校が求めている教育プログラムを提供し

教育課程の中に位置付けられるようにすることも必要である。



おわりに

○ 国は学校週５日制を見直し、授業時数を増やす方向に向かっている。また、

。 、体験活動が不足しているとも言っている 日本の青少年の教育をどうするのか

教育方針をしっかりと考えていかなくてはならない。

○ 今、日本の教育には 「冒険・挑戦・鍛練」が欠けていると感じる。将来の日、

本を支える青少年の人間形成にとって、この３つの教育は重要である 「冒険・。

挑戦・鍛練」は、家庭や学校だけで解決できものではない。家庭・学校・地域

と連携し、青少年教育施設を利用し、社会教育として実現していくことが求め

られている。

、○ 青少年教育施設で活動している時の子どもたちの生き生きとした姿を見ると

。 、体験活動の重要性や青少年教育施設の必要性を再確認することができる 将来

青少年教育施設の価値が見直される時代が必ず来ると確信している。



「 」県立青少年教育施設の今後の在り方について

社会教育委員会議開催状況

(第１回）平成２４年１２月１３日

検討内容：県立青少年教育施設のこれまでの経緯

現状と課題について

(第２回）平成２５年３月１日

検討内容：県立青少年教育施設の利用状況と管理運営状況について

(第３回）平成２５年７月３日

東金青年の家＊県立青少年教育施設視察

で開催（水郷小見川少年自然の家・東金青年の家）

検討内容：答申案の骨子について

(第４回）平成２５年９月４日

検討内容：答申案の内容について検討

(第５回）平成２５年１０月２８日

検討内容：答申案の内容について検討（最終検討）


